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リコール検討会（１）

自動車のリコールについて多角的な視点から議論を行うことにより課題を明らかにし、必要に
応じて制度や運用の改善を検討。
平成１９年８月より計７回検討会を開催し、平成１９年度末及び平成２０年度末にとりまとめ
を行った。
リコールについて4つの課題を整理し、対応策をまとめた。
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（課題１）

 

リコールに対する正しい理解の普及
ユーザーのリコールに対する理解を深めるため、以下のような認識を周知。
・自主的リコールを中心とするリコール制度は事故等の未然防止に効果的に機能していること。
・リコールの実施と並び、ユーザーの適切な使用、保守管理が重要であること。

（課題２）

 

自動車の不具合に係るユーザーへの情報提供の充実と不具合発生からリコールに至る過程

 の透明性の確保
・自動車・後付装置の不具合が原因と疑われる事故・火災情報をメーカーが国に報告した情報を公表。
⇒平成２１年６月１１日より公表。

・国の「自動車不具合情報ホットライン」に寄せられた情報について、検索機能を充実することや装置

 
別等の統計分析結果を提供することを検討。
⇒不具合情報の統計分析結果については、１９年度分について公表済み。

・新車時にメーカーが提供する情報について、より確実にユーザーに伝える方策等について検討。
・長期使用等の想定外の使用による使用過程の自動車の保守管理上の課題についてユーザーにメーカーが情

 
報提供する方策を検討。

１９年度とりまとめ内容

リコール検討会（２）
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（課題３）

 
リコールに至る自動車の不具合の発生原因の分析と削減方策

自動車のメーカーのリコールに対する姿勢の変化
－メーカー各社の原因究明体制の強化
・原因究明体制を引き続き強化、拡充するとともに、得られた知見を新たな車両の開発に反映。

使用実態と各種評価基準の乖離
－開発時の想定を超える使用環境や苛酷な条件での使用
（錆環境の変化、高速走比率の増加、使用実態の多様化、車両使用の長期化）
・使用者が不具合発生の予兆等を認識しやすくなるよう、点検・整備項目、方法を見直すとともに、
使用者にわかりやすく伝える。

（課題４）

 
使用過程の自動車の安全の確保及び環境保全のためのメーカーを始めとした関

 係者が担うべき役割の明確化

20年度とりまとめ内容

設計時に想定した使用方法や保守管理方法について、販売時にユーザー及び整備工場に確実に情報提供。
販売済み自動車の想定外の使用等が不具合の原因となる可能性を認識した場合には、

 

ユーザー及び整備

 
工場に注意喚起。
想定外の使用による不具合発生時には、注意喚起やリコール等の措置を行う。

メーカー

リコールの通知や注意喚起に対して、適切に対応。ユーザー

指針策定等により、メーカーに適切な役割を果たすよう促す。
メーカーがユーザーに注意喚起を行う際の自動車登録情報の活用について、個人情報保護の観点を踏まえ検討。

想定外の使用等がなされている場合等は、メーカーへの通知をすることが必要。整備工場・

 
ディーラー

国

リコール検討会（３）
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最近のリコール案件




